
             

北海道アウトドア資格制度について 
 
 

１ 資格制度の沿革 

北海道アウトドア活動振興条例(平成 13 年度制定)に基づき、安全で質の高いサービスを提

供するアウトドアガイド及びアウトドア事業者の育成を図るため、平成 14 年度に「北海道ア

ウトドア資格制度」を創設。 

年 月 内 容 

平成 13 年 10 月 北海道アウトドア振興条例制定 

14 年 4 月 アウトドア資格制度（ガイド認定、人材育成機関登録）運用開始 

21～22 年度 新たな北海道アウトドア資格制度に関する検討会を開催 

23～26 年度 資格制度の一部改正に向けた検討 

（マスターガイド制度、優良事業者制度の見直し等） 

27 年 4 月 資格制度の一部改正運用開始 

 

 

２ 資格制度のしくみ 

〇個人の資格は、「北海道アウトドア講習」、「北海道アウトドア検定」、「北海道アウトドアガイ

ド」、「北海道マスターガイド」の４つで構成。 

〇「北海道アウトドアガイド」は、山岳、自然、ラフティング、カヌー、トレイルライディング

の５分野に区分。 

  

＜資格制度を支える機関や制度

＞ 
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